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by T. Tanabe 

Abstract 

The Law for the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors The Nuclear Energy 

Regulation Law  has provided the legislative and regulatory framework governing the safety of nuclear installations and the 

nuclear safeguard for half a century, without being revised its basic regulatory structure. It has become increasingly difficult

however, for the Nuclear Energy Regulation Law to respond effectively to establishment of new nuclear undertakers and to 

regulate nuclear fuel materials which those who are not assumed to be regulated by the current law possess. Addition, it is 

also expected that the current regulatory structure of the Nuclear Energy Regulation Law becomes a serious barrier for the 

existing unclear undertakers to carry out their businesses efficient. This paper firstly analyase those shortfalls in the Nuclear 

Regulation Law from the viewpoints of 1  efficient implementation of regulation and 2  effectiveness of regulation, 

and extends to practical strategies for legislation reforms to resolve those issues. 

(Socio-economic Research Center, Rep.No.Y04006)
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1993

廃棄の事業 
（第 5 章の 2） 対象事業等 

 
規制項目等 

製錬の 
事業 
（第 2
章） 

加工の 
事業 
（第 3
章） 

原子炉の 
設置、運転等 
（第 4 章） 

貯蔵の 
事業 

（第 4 章の
2） 

再処理の 
事業 

（第 5 章） 廃棄物 
埋設 

廃棄物 
管理 

核燃料物質
等の使用等 
（第 6 章） 

所管大臣 
（指定・許可を行

う 
主体） 

経済産
業大臣 

経済産
業大臣 

経済産業大臣
（実用発電用
原子炉等） 
国土交通大臣
（実用舶用原
子炉） 
文部科学大臣
（試験研究用
原子炉等） 

経済産業 
大臣 

経済産業 
大臣 経済産業大臣 文部科学 

大臣 

事業等の 
指定・許可 3（指定） 13 

（許可） 23（許可） 43 の 4 
（許可） 44（指定） 51 の 2（許可） 52（許可） 

指 
定 
・ 
許 
可 

指定・許可の 
基準 

・計画的
遂行 
（4①1） 
・技術的
能力 
（4①2） 
・経理的
基礎 
（4①2） 
・災害防
止 
（4①3） 

・加工能
力（著し
く過大
になら
ないこ
と） 
（14①1
） 
・技術的
能力 
（14①2
） 
・経理的
基礎 
（14①2
） 
・災害防
止 
（14①3
） 

・平和利用 
（24①1） 
・計画的遂行 
（24①2） 
・技術的能力 
（24①3） 
・経理的基礎 
（24①3） 
・災害防止 
（24①4） 

・平和利用 
（43 の
5①1） 
・計画的遂
行 
（43 の
5①2） 
・技術的能
力 
（43 の
5①3） 
・経理的基
礎 
（43 の
5①3） 
・災害防止 
（43 の
5①4） 

・平和利用 
（44 の
2①1） 
・計画的遂
行 
（44 の
2①2） 
・技術的能
力 
（44 の
2①3） 
・経理的基
礎 
（44 の
2①3） 
・災害防止 
（44 の
2①4） 

・計画的遂行（51
の 3①1） 
・技術的能力（51
の 3①2） 
・経理的基礎（51
の 3①2） 
・災害防止（51 の
3①3） 

・平和利用 
（53 1） 
・計画的遂
行 
（53 2） 
・災害防止 
（53 3） 
・技術的能
力 
（53 4） 

設計及び工事
の方法の認可 - 16 の 2 27 43 の 8 45 - 51 の 7 - 

使用前検査等 - 16 の 3 28 43 の 9 46 - 51 の 8 
55 の 2 
（施設検
査） 

保安規定の 
認可 12 22 37 43 の 20 50 51 の 18 56 の 3 

主任技術者等
保安監督者の

選任 
- 22 の 2

の 2 40 43 の 22 50 の 3 51 の 20 - 

核物質防護規
定の認可 12 の 2 22 の 6 43 の 2 43 の 25 50 の 4 - 51 の 23 57 の 2 

建 
設 
段 
階 

核物質防護管
理者の選任 12 の 3 22 の 7 43 の 3 43 の 26 51 - 51 の 24 57 の 3 

施設定期検査 - 16 の 5 29 43 の 11 46 の 2 の 2 - 51 の 10 - 
記録の作成 11 21 34 43 の 17 47 51 の 15 56 の 2 

保安のために 
講ずべき措置 - 21 の

2① 35① 43 の 18① 48① 51 の
16① 

51 の
16② - 

特定核物質防
護のために講
ずべき措置 

11 の 3 21 の
2② 35② 43 の 18② 48② - 51 の

16③ - 

施設の使用の
停止等の命令 - 21 の 3 36 43 の 19 49 51 の 17 - 

事故届 63 63 63 63 63 63 63 
危険時の措置 64 64 64 64 64 64 64 

報告徴収 67 67 67 67 67 67 67 

運 
転 
段 
階 

立入検査等 68 68 68 68 68 68 68 
* 本表は、原子力データベース ATOMICA  <http://mext-atm.jst.go.jp/atomica.html> （last visited Nov. 30, 2004）における「原子炉

等規制法の規制体系概要」を改変・加筆したもの。 
* 表中の数字は、原子炉等規制法の条文番号をあらわす。[例]「43 の 5①2」⇒「第 43 条の 5 第 1 項 第 2 号」、「53 1」⇒「第

53 条 第 1 号」 
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2-3 16

2-1

Code Minier

16 2-3 1998e 40 4

Decre
17

Gesetz über die friedliche 

Verwendung der Kernenergie und den Schutz 

gegen ihre Gefahren, Atomgesetz

6

1
18

7

1

19

17 1980 66
18 §6 Abs. 1 AtG. 
19 §7 Abs. 1 AtG. 

59
2

2

59
2

14

<

>

1



Winters 1978

6
20

21

7

6

52

Atomgesetz 6

Verbot mit 

Erlaubnisvorbehalt

52

20 Winters 1978 p.34. 
21 Winfried Huck, Abteilung Brennstoffkreislauf Transport und 

Aufbewahrung radioaktiver Stoffe, Bundesamt für 
Strahlenschtz. Interview conducted September 8, 1997. 

52 1

…

1965 Nuclear 

Installations Act 1965

1993

Radioactive Substance Act 1993

1991

Radioactive Material Act 1991

1965

Mills

22

1965 1

22 Hansard, H.L. House of Lords  Vol. 212, col. 503. 
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25 Hansard, H.L. House of Lords  Vol. 322, col. 369. 



42 2

a

26

Atomgesetz

1

2

3

1

2

26 Tromans et al. 1997  pp.181-182. 

1954 the Atomic Energy Act 

of 1954

atomic energy licenses

Nuclear Regulatory 

Commission NRC

103 a 27

NRC

10 C.F.R. Code of Federal Register

NRC
28

1954

NRC

29

30

27 42 U.S.C. §2133 b .
28 1980 25
29

NRC

30 1980 4



1954 1

2 3

NRC
31

Low-level Radioactive Waste 

Policy Act, Amendment 32

1982

Nuclear Waste 

Policy Act of 1982, as Amended 33

NRC

precursor 34 NRC
35

36

NRC
37 38 39

31

1 special 
nuclear material 53 42 U.S.C. §2073

2 source material 62 42
U.S.C. §2092 3 byproducts material

81 42 U.S.C. §2111

32 42 U.S.C. §2021b et seq. 
33 42 U.S.C. §10101 et seq. 
34 42 U.S.C. §2014 aa .
35 42 U.S.C. §2073. 
36 42 U.S.C. §2077. 
37 42 U.S.C. §2051. 
38 42 U.S.C. §2134. 
39 42 U.S.C. §2133. 

40 NRC

Atomic Energy Commission AEC

41

NRC

Department of Energy DOE
42 43

44

1954 5
45

46

NRC

NRC

47

NRC
48 NRC

40 42 U.S.C. §2073 a  to c .
41 NEA/OECD 1999  United States p.5. 
42 Ibid.
43 42 U.S.C. §2073 c 2 .
44 42 U.S.C. §2073 c 3 .
45 42 U.S.C. §2061 et seq. 
46 42 U.S.C. §2061 a . NRC

42 U.S.C. §2061 b
47 42 U.S.C. §2061 a .
48 42 U.S.C. §2014 z 1 .



49 NRC

50

NRC

NRC

51

1954

NRC 10 C.F.R. §40

52

1954
53

54

55

49 42 U.S.C. §2014 z 2 .
50 42 U.S.C. §2091. 
51 42 U.S.C. §2092 to §2094. 
52 42 U.S.C. §2095. 
53 1980 26-27
54 42 U.S.C. §2014 e .
55 42 U.S.C. §2111 to §2112. 

56

NRC

57

1954 10 58

101
59

NRC

60

103 61

62

63

56 42 U.S.C. §2113 a .
57 42 U.S.C. §2113 b .
58 Chapter 10 Atomic Energy Licenses. 
59 1954

91 42 U.S.C. §2121
60 42 U.S.C. §2131. 
61 42 U.S.C. §2133. 
62 42 U.S.C. §2133. 
63 1980 28
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規制対象とされる施設・核物質・行為 
名  称 

（仮 称） 規制手法 
基本的な考え方 具体的内容 現行原子炉等規制法上

の位置づけ 

主務大臣 
（許可主体） 

製錬施設 
（原子力施設） 

第 2 章「製錬の事業に関

する規制」 
加工施設 

（原子力施設） 
第 3 章「加工の事業に関

する規制」 
濃縮施設 

（原子力施設） 
第 3 章「加工の事業に関

する規制」（解釈・運用） 

実用発電用 
原子炉施設 

第 4 章「原子炉の設置、

運転等に関する規制」

（第 23 条第 1 項第 1 号） 

経済産業大臣 

実用舶用 
原子炉施設 

第 4 章「原子炉の設置、

運転等に関する規制」

（第 23 条第 1 項第 2 号） 
国土交通大臣 

試験研究用 
原子炉施設 

第 4 章「原子炉の設置、

運転等に関する規制」

（第 23 条第 1 項第 3 号） 
文部科学大臣 

発電用 
第 4 章「原子炉の設置、

運転等に関する規制」

（第 23 条第 1 項第 4 号） 
経済産業大臣 研 究 開 発

段 階 に あ

る 原 子 炉

施設 発電用

以外 

第 4 章「原子炉の設置、

運転等に関する規制」

（第 23 条第 1 項第 5 号） 
文部科学大臣 

再処理施設 
（原子力施設） 

第 5 章「再処理の事業に

関する規制」 経済産業大臣 

「原子炉施

設及び原子

力施設の規

制に関する

法律」（「原

子炉等施設

規制法」） 
（仮称） 

包括的な施設

許可制（事業

毎ではなく、

全ての施設設

置・運転者を

対象に許可を

付与） 

施設を利用した事業行為

の過程において核物質の

内容・性質が大きく変化

するもの、又は核物質そ

のものを規制するよりも

施設を通じて規制したほ

うが合理的であるもの

を、「原子炉施設」又は

「原子力施設」として規

制。（1）各施設運営に伴

い利用される核物質、並

びに（2）各施設運営に関

連して実施される運搬、

貯蔵及び廃棄について

も、本法の下で規制（施

設設置・運営者に対する

「核燃料物質等規制法」

との二重規制を回避する

ため）。 
各施設運営に伴い実

施される、核物質の

利用、並びに運搬、

貯蔵及び廃棄 

本稿前出表 3-1に記述 
経済産業大臣

等 
（各施設毎） 

使用済燃料の 
敷地外中間 

貯蔵 

第 4 章の 2「貯蔵の事業

に関する規制」 

高レベル 
放射性 

廃棄物の中間貯蔵 

第 5 章の 2「廃棄の事業

に関する規制」のうち

「廃棄物管理」（第 51
条の 2 第 1 項第 2 号） 

経済産業大臣 

核燃料物質等の使用 第 6 章「核燃料物質等の

使用等に関する規制」 
核燃料物質等の所持 規定なし 

国際規制物資の使用 
第 6 章の 2「国際規制物

資の使用等に関する規

制」 

「核原料物

質、核燃料物

質、使用済燃

料及び核燃

料物質によ

って汚染さ

れた物の規

制に関する

法律」（「核

燃料物質等

規制法」） 
（仮称） 

包括的な物質

許可制（事業

毎ではなく、

核燃料物質等

を保持・利用

する全ての者

を対象に許可

を付与） 

事業行為の過程において

核物質の内容・性質が大

きく変化しないもの、又

は核物質そのものを規制

したほうが施設を通じて

規制するよりも合理的で

あるものを、単純所持を

も含めて規制。ただし（1）
各施設運営に伴い利用さ

れる核物質、並びに（2）
各施設運営に関連して実

施される運搬、貯蔵及び

廃棄については、適用除

外し「原子炉等施設規制

法」の下で規制。 国際規制物資の所持 規定なし 

現行法を踏襲

するならば、文

部科学大臣 

低レベル 
放射性 

廃棄物の最終処分 

第 5 章の 2「廃棄の事業

に関する規制」のうち

「廃棄物埋設」（第 51
条の 2 第 1 項第 1 号） 

「放射性廃

棄物の最終

処分の規制

に関する法

律」 
（仮称） 

放射性廃棄物

最終処分の特

殊性等を考慮

し、同施設及

び放射性廃棄

物に対して規

制 

（1）許可を受けた者が解

散した後も施設が存続し

得ること、（2）長期間に

及ぶ何らかの人的関与が

必要となる可能性がある

こと、（3）周囲に対する

環境影響がとりわけ重視

されること、といった特

殊事情から、上の二つと

は異なる法体系により規

制。 

高レベル 
放射性 

廃棄物の最終処分 

原子炉等規制法には 
規定なし 

現行法を踏襲

するならば、経

済産業大臣 
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